
第15章　労働 ･ 社会保障

この表は各年度末現在の社会福祉関係施設（国、県立を含む）の状況である。(保育所、認定こども園(保育所型・幼保連携型)、
児童発達支援センター（医療型を含む）及び障がい者支援施設・障がい福祉サービス事業所については各年度４月１日現在)。
(1)母子生活支援施設の定員及び在籍人員は世帯数。
(2)児童発達支援の類型（福祉型・医療型）が一元化されたことにより、令和６年度以降は児童発達支援センターに
 医療型児童発達支援センターを含む。
(3)助産施設の在籍人員の（　）は年間実人員で総数には含まない。
(4)児童厚生施設、ひとり親家庭支援センター、老人福祉センター、老人いこいの家、身体障がい者福祉センターＡ型、
身体障がい者福祉センターＢ型、人権のまちづくり館の在籍人員の（　）は年間延べ利用人員を開館日数で除したもの
で総数には含まない。
(5)保育所の（　）はへき地保育所分で外数。
(6)養護老人ホームに盲養護老人ホームを含む。
(7)老人いこいの家の施設数は設置校区数。
(8)障がい者支援施設・障がい福祉サービス事業所は、障害者総合支援法に規定する障がい福祉サービスのうち通所及
び入所によるサービス（療養介護､生活介護､自立訓練､就労移行支援､就労継続支援､施設入所支援）を提供する施設。

施設数 定 員 在籍人員 施設数 定 員 在籍人員 施設数 定 員 在籍人員

  1   50   52   1   50   42   1   50   51

救 護 施 設   1   50   52   1   50   42   1   50   51

r327 r40 839 … r327 r40 893 …   327  40 878  38 338

乳 児 院   2   46   21   2   40   11   2   40   11

母 子 生 活 支 援 施 設   2   70   52   2   70   47   2   70   56

児 童 養 護 施 設   3   171   89   3   158   95   3   142   111

児 童 心 理 治 療 施 設   1   35   21   1   35   32   1   40   28

福 祉 型 障 が い 児 入 所 施 設   3   72 …   3   72 …   3   62 …

医 療 型 障 が い 児 入 所 施 設   2   67 …   2   75 …   2   71 …

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー   11   440   513   11   440   498   13   520   558

医療型児童発達支援センター   2   80   51   2   80   48 － － －

助 産 施 設   2   4 (66)   2   4 (62)   2   4 (68)

児 童 厚 生 施 設   1 － (332)   1 － (444)   1 － (461)

保 育 所 292(1) 39 099(30) 36 346(3) 287(1) 38 699(30) 35 929(4) 257(1) 34 299(30) 31 865(3)

認 定 こ ど も 園
( 保 育 所 型 ・ 幼 保 連 携 型 )

  6   755   747   11  1 220  1 269   41  5 630  5 709

  1 － －   1 － －   1 － －

ひとり親家庭支援センター   1 － (30)   1 － (30)   1 － (34)

  504  20 909 …   517  22 135 …   533  23 046 …

養 護 老 人 ホ ー ム   4   307   217   4   307   229   4   307   240

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム   90  6 333 …   90  6 333 …   92  6 391 …

軽 費 老 人 ホ ー ム   23  1 217  1 112   23  1 217  1 117   23  1 217  1 139

有 料 老 人 ホ ー ム   235  13 052 …   247  14 278 …   260  15 131 …

老 人 福 祉 セ ン タ ー   7 － (375)   7 － (505)   7 － (640)

老 人 い こ い の 家   145 － (1 251)   146 － (1 380)   147 － (1 432)

  8 － －   9 － －   9 － －

身体障がい者福祉ｾ ﾝ ﾀ ｰ A型   2 － (475)   2 － (501)   2 － (461)

身体障がい者福祉ｾ ﾝ ﾀ ｰ B型   6 － (250)   7 － r(313)   7 － (343)

  332 r8 388 … r369 r8 986 …   402  9 658 …

  19   395 …   19   395 …   17   362 …

  11   10   11   11   10   20   11   20   20

人 権 の ま ち づ く り 館   10 － (214)   10 － (247)   10 － (284)

児童相談所付設一時保護所   1   10   11   1   10   20   1   20   20

　資料：市民局人権部、こども未来局こども政策部、こども健やか部、子育て支援部、こども総合相談センター、

　　　　福祉局生活福祉部、高齢社会部、障がい者部
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